
８ 農業農村整備
（１）農地の基盤整備等による生産性向上

畑地かんがい施設の整備状況（令和３（2021）年）

水田の整備状況（区画形状）（令和３（2021）年）

○ 中国四国地域の水田の区画整備率は45％（全国67％）となっている。

○ 畑地かんがい施設の整備は35％（全国25％）で、県別には、愛媛県が53％、鳥取県が48％で高
い。

○ 農業競争力を強化するため、農地の大区画化・汎用化、畑地かんがい施設の整備等を実施し、
担い手への農地の集積・集約化や農業の高付加価値化を推進する必要がある。

・基盤整備による農業用水の安定供給による労力軽減と品質・収量の安定化、品質管理の徹
底等による地域ブランドの維持・向上などにより、地区内農家の平均販売額の向上を実現。

畑地かんがい施設の整備（南予用水地区）【愛媛県】

真穴みかんスプリンクラーによる
かん水

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和３年７月15日時点）
及び農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」（令和２年度実績）

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和３年７月15日時点）
及び農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」（令和２年度実績）

今後とも、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手への農地の集積・集約化による生産コストの
削減、高収益作物への転換による所得向上、農産物の品質向上・ブランド化を図るため、農地の大
区画化・汎用化、畑地かんがい等を推進する。

取水を待つトラックの列
（イメージ）

基盤整備 光センサー選果機
による品質管理等

S49～H11 １戸当たり販売額は、
全国平均の約４倍に
増加（ＪＡ西宇和真
穴共選調べ）
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計画策定時：H26年度

農地整備（原山地区）【広島県】

・レタス等の高収益作物の大規模農業団地化を進めるため、農地の大区画化等と合わ
せ、農地中間管理機構と連携して、担い手・参入企業への農地集積を促進。
事業実施前(個別農家中心での営農）

農地の集積
が９割以上

事業実施後(中心経営体主体による営農）

農地集積

基盤整備

目標年度：R4年度



（２）国土強靭化のための農業農村の整備の推進
① 安全・安心のための農村地域の防災・減災（国土強靭化対策）
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中国四国農政局管内のため池

○ 中国四国地域のため池は、58,195か所（全国の約４割）。平成30（2018）年７月豪雨災害による
ため池の決壊等を受け、決壊した場合に人的被害を与えるおそれのあるものとして選定する防災重
点ため池の基準を見直した。

○ さらに、ため池の情報を適切に把握し、適正な管理を行うために、「農業用ため池の管理及び保
全に関する法律」が令和元年７月１日施行された。

○ 加えて、財政的な支援や技術的な援助を実施し、計画的・効率的に防災工事等を進めるために、
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が令和２年10月１日施行さ
れた。

○ 堤体決壊時の浸水範囲や避難場所等を示したハザードマップの作成等のソフト対策と、堤体等の
補修・耐震化等のハード対策を組み合わせ、農村地域の防災・減災対策を進めていく必要がある。

広島県
決壊 23か所

岡山県
決壊 ４か所

京都府
決壊 ２か所

福岡県
決壊 １か所

愛媛県
決壊 １か所

大阪府
決壊 １か所

平成30（2018）年７月豪雨によるため池の決壊数

堤体が崩落したため池

出典：農村振興局整備部防災課調べ
注 ：防災重点ため池数は新たな選定基準に

基づき再選定されたもの
注２：ため池の値は令和4年3月末時点
注３：防災重点ため池の値は令和3年7月末時点

61%

39％

防災重点ため池＊注3
全  国 148,841 54,616
中国四国 58,195 19,235

41,856 13,847
鳥取県 972 315
島根県 5,065 1,305
岡山県 9,373 4,105
広島県 18,744 6,846
山口県 7,702 1,276

16,339 5,388
徳島県 548 362
香川県 12,269 3,049
愛媛県 3,123 1,755
高知県 399 222

ため池＊注2

中 国

四 国



農業用ため池保全管理法 新 法

法案の
背景

○ 農業用ため池について、権利関係が不明確かつ複
雑化するとともに、高齢化等により管理組織の弱体
化が進行し、日常の管理が適正に行われないおそ
れがあることが判明。

⇒ 立法措置により、所有者や管理者等の関係性が果
たすべき責務を明らかにすること等により、適正な管
理保全体制を整備することが必要。

○ 農業用ため池管理保全法の成立後、決壊時に周
辺区域に被害を及ぼすおそれがある防災重点農業
用ため池が約６万４千か所存在し、防災工事等を進
めるためには地方公共団体の財政やマンパワーに
限界があることが判明。

⇒ 立法措置により、財政的な支援や技術的な援助を
実施し、計画的・効率的に防災工事等を進めること
が必要。

法案の
対象

私人が所有する農業用ため池

※国有のため池は国有財産法で、地方公共団体所有

のため池は地方自治法で適正な管理を担保してい
るため、これらは農業用ため池管理保全法の対象
外。

国、地方公共団体及び私人が所有する
防災重点農業用ため池

法案の
性格

規制法
・ 所有者に対する届出義務、所有者及び管理者に対
する農業用ため池の適正管理の努力義務（第４条・第５条）

・ 防災工事を施行する際の計画の届出義務（第９条）

・ 都道府県知事に、所有者等に防災工事の施行を
命ずる権限及び防災工事が施行されない場合等に
おける代執行権限の付与（第10条・第11条）

促進法
・ 国は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関
する基本的な指針を定める
・ 都道府県は、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に
係る防災工事等の推進に関する計画を定めることができる。
・ 都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対
し、技術的な指導等に努める
・ 国の防災工事等に対する財政措置、地方財政措置を明確化

法案の
期限 失効予定のない恒久法

一定の期間で失効する時限法
（令和12（2030）年度末まで）

農業用ため池保全管理法と
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法との違い

特定農業用ため池
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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関
する特別措置法



ため池の補強対策

ため池の防災・減災対策

使われなくなったため池の廃止

防災重点ため池を中心に、ハード・ソフト対策の組み合わせによる効果的な防災・減災対
策を推進。その際、決壊した場合の影響度を家屋数や公共施設の種類等により評価し、優先
順位を付けて対策を推進している。

浸水想定区域図・ハザードマップの例

避難所

被害想定範囲

ため池

避難経路

連絡先
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○ 近年の気候変動の影響や水害の激甚化を背景に、治水対策が「流域治水」へ転換。全国の一級水系に流域治
水協議会を設置して、令和３(2021）年３月末に流域治水プロジェクトが公表された。

○ 流域治水プロジェクトには、地域特性等を生かし、「田んぼダム」などの水田の貯留機能、ため池、排水施
設、農業用ダムの事前放流など農地・農業水利施設の活用が位置付けられている。

○ 中国四国農政局は管内全ての一級水系（21水系）の流域治水協議会に参画・連携し、従来からの 農地・農
業用施設の多面的機能の発揮に加え、農地（田んぼダム）、ため池、農業用水路等を活用した流域治水の効果
的な取組を推進している。

※管内の二級水系（県管理）の流域治水協議会については、県からの要請に応じて参画。

② 流域治水プロジェクトの推進
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「田んぼダム」の取組農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進
多面的機能支払交付金を活用した取組（岡山県赤磐市）

平成30年西日本豪雨による被災をきっかけに、令和3年度より田んぼダム
に取り組む。住民意識が向上し、周辺の地域にも取組が拡大。

排水口への調整堰板設置状況防災活動に関する地域の話し合い

西日本豪雨における下流地域の湛水被災状況 排水口と調整堰板



○ 中国四国地域の基幹水利施設は、基幹施設が790施設、基幹水路が3,499㎞整備。これら施設のうち、基幹
施設で50％、基幹水路で48％が標準耐用年数を超過し、近年、経年的な劣化等による漏水等の突発事故の発
生が増加した。

○ このため、機能診断及び監視結果に基づき、適時適切な補修・更新を実施し、突発事故等不測の事態への
対応を強化する必要がある。南海トラフ地震等の発生も懸念されるなか、管内頭首工の施設点検活動を実施
した。また、ダム等の重要度の高い基幹水利施設を中心に耐震照査結果に基づく耐震対策を着実に進める必
要がある。

③ 農業生産の継続に欠かせない基幹水利施設の長寿命化・機能強化

中国四国地域の基幹水利施設の標準耐用年数の超過状況

資料：農林水産省農村振興局｢農業基盤情報基礎調査｣(令和２（2020）年３月31日時点)を用いて試算
注：１ 「基幹水利施設」とは、農業用用排水のための利用に供される施設であって、その受益面積が100ha以上のもの。

２ 試算に用いた各施設の標準耐用年数は、「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」 による標準耐用年数を利用しており、概ね以下のとおり。
貯水池：80年、取水堰：50年、水門：30年、機場：20年、水路：40年 など

更新時期を迎える基幹水利施設が大幅に増加することから、これらの長寿命化とライフサイクルコストの
低減を図るストックマネジメントによる計画的な機能保全対策を実施するとともに、大規模自然災害に対応
した施設の機能強化や耐震対策を着実に推進する。
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うち耐用年数超過 割合

基幹施設（か所） 790 395 50%

貯水池 237 15 6%

取水堰 159 76 48%

用排水機場 270 208 77%

水門等 97 73 75%

管理設備 27 23 85%

基幹水路（km） 3,499 1,670 48%

施設区分

　　施設数・延長（令和２（2020）年３月）


